
1 

 

第１４回京都市奨学金等返還事務監理委員会 

開催日：平成２７年１２月１６日 

○板倉部長 

 こんにちは。ただいまから，第１４回京都市奨学金等返還事務監理委員会を開催させて

いただきます。 

 本日は，委員の皆様方におかれましては，師走の大変お忙しい中，御出席を賜りまして

誠にありがとうございます。 

 既に御承知のとおり，この委員会は，地域改善対策奨学金等の返還債務の取扱いについ

て，透明性，客観性，公平性等を確保するため，第三者の視点から客観的な審査を行って

いただくことを目的として，京都市地域改善対策奨学金等の債務の取扱いに関する条例の

規定に基づき設置されたものでございます。このため，当委員会の会議は原則公開とし，

傍聴席も設けさせていただいておりますので，あらかじめ御了承をお願いいたします。 

 また，お手元に配布しております委員会資料のうち，参考資料として添付しております，

前回の第１３回委員会の了解事項及び議事録につきましては，既に山下委員長に御了解を

いただいたうえで，私ども人権文化推進課のホームページで公表をさせていただいており

ます。この点についても御了承をお願いいたします。 

 それでは，議事の進行につきまして，山下委員長，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○山下委員長 

 こんにちは，山下です。では最初に，本日の委員会につきましては，定員４名中４名の

委員が出席されていますので，京都市地域対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条

例施行規則第５条第３項の規定によって，定足数である過半数を超えておりますので，会

議が有効に成立していることを確認します。 

 それでは議事に移りたいと思います。本日の議事につきましては，事務局から報告事項
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が２件，それから審議事項が３件あります。次第の順番に従いまして，定例の報告事項か

ら順番に報告を受けたいと思います。 

 では，１件目の報告事項，「奨学金等返還事務の取組状況」につきまして，事務局から報

告をよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。事務局を務めております，人権文化推進課事業調整担当課長の

中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，お手元にお配りしております配布資料の１ページの資料１を御覧ください。

「奨学金等返還事務の取組状況（平成２７年９月末日現在）」でございます。 

 こちらにつきましては，平成２７年６月１２日に開催いたしました前回の委員会で，ち

ょうど半年前，平成２７年３月末日現在の状況を御報告させていただきました。本日は，

このあと審議事項３件を控えており，時間の関係もございますので，できるだけ簡潔に御

説明をさせていただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは資料の１ページ目，まず「１ 平成１３年度以降に返還の始期を迎えた債権に

係る取組状況」でございます。「（１）借受者別の返還に関する手続の状況」を人数ベース

で，平成２６年度返還分が終了した，平成２７年９月末日現在の数字でまとめさせていた

だいております。 

 前回，表中の返還手続の状況の一番右の列になりますが，「滞納なし」に２３９人の方が

おられました。平成２７年３月末は，平成２６年度返還分，つまり平成２６年１０月１日

から平成２７年９月３０日までの１年間でございますが，その１年間のちょうど半分が経

過した時点であることから，残る４月から９月までの半年間の履行期限内に，３月末時点

で手続が完了されていない方が，免除中であったり，返還済，滞納のカテゴリーに移行し

ていくという御説明をさせていただきました。 
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 今回，平成２７年９月末時点では，手続が進んだ結果，「免除中」が前回の１，０６２人

から１０１人増えまして１，１６３人になっております。 

 それから「返還済」でございますけれども，前回６３人でございましたが，１０８人増

えて１７１人になっております。 

 また，「滞納」でございますけれども，前回３８人ということで御報告をさせていただい

たところですが，２９人増えて６７人になっております。 

 構成比でございますけれども，「免除中」のところが前回７５．７％から７％ほど上がり

まして８２．８％，「返還済」のところが前回４．５％から１２．２％，「滞納」が２．７％

から４．８％に変わっております。 

 注３を御覧ください。滞納者６７人の方の内訳を示させていただいております。今回，

平成２６年度返還分から新たに滞納となられた方が４６人おられます。残る２１人の方が

平成２５年度以前の返還分を含めての滞納者ということになります。 

 ６７人の内訳を下にまとめさせていただいておりますけれども，まず，「返還金未納付」

が４２人おられます。これは，返還の合意はありますけれども，まだ返還金の支払いのな

い方でございます。 

次に「返還手続未了」が１２人おられます。これは返還の合意が整っていないか，もし

くは免除申請を行う予定ではあるが，未だ申請書の提出がない方でございます。 

「所在不明」が１人。それから「訴訟結果待ち」でございますが，これは，現在訴訟係

属中の３人の方を含む数字でございますけれども，１２人おられます。これは訴訟で争う

意思のある方，それから訴訟で争う意思はございませんけれども，現在係属中の裁判の結

果を待って，手続を検討することを表明されている方でございます。 

 後ほど触れますが，前回この「滞納」が３８人でございました。先ほど申しあげました

ように，平成２６年度返還分から新たに滞納となられた方が４６人おられますが，平成２

５年度以前返還分以前からの滞納の方は２１人でございますので，従前からの滞納者に絞
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りますと，３８人から２１人へ１７人減っているということになります。 

 続きまして，下の「（２）平成２６年度返還分に係る免除，猶予及び返還請求の状況（件

数ベース）」でございます。今申しあげた人数ベースの状況を，件数ベースでまとめたもの

でございます。表の上段に件数，下段に金額が入っております。件数ごとの内訳を表の下

にまとめさせていただいております。 

 「返還猶予」が４件ございますが，内訳は，在学中のためが３件，収入の大幅な減少の

ためが１件でございます。 

 それから，「返還免除」１，４３８件の内訳でございますが，死亡のためが４件，障害の

ためが２件でございます。障害については，障害の程度１級で全額免除になられている方

です。それから所得が基準以下のためが１，４３２件となっております。 

 裏面，２ページ目を御覧ください。「履行期限の延長の状況」でございます。返還請求２

６９件のうち，所得が基準以下のためが６１件，４８人となっております。 

 「（３）督促・催告等の実施状況」について御説明をさせていただきます。前回，平成２

７年３月末日現在，新規滞納者の方が９人，それから継続滞納者の方が２６人。これは裁

判手続中の３人を除きますけれども，合計３５人の方が最終的に滞納になっているという

ことで御説明をさせていただきました。この３５人の方について，４月以降，督促催告等

を行った状況をまとめさせていただいております。 

 まず新規滞納分，これは，平成２５年度返還分の滞納者の方でございますが，９人おら

れる中から，平成２７年５月末までに返還手続を終えられた方が６人おられます。９人か

らこの６人を除いた３人の方が対象になっているわけでございますが，相談中の方が２人

おられましたので，残る１人の方に対しまして，平成２７年６月１日に催告の２回目を行

いました。催告後に，３人の方が全て滞納金を完納されたので，新規滞納分の方は０人と

なっております。従いまして，本来９月の当初に，催告の３回目を行うのでございますが，

対象者がいなかったため，催告は行っておりません。 
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 次に，継続滞納分の状況でございます。平成１９年度から平成２４年度返還分で滞納の

ある方が，先ほど２６人ということで申しあげましたが，その２６人の方たちに対して催

告を行っております。 

３ページ目の［催告の実施状況］の表を御覧下さい。滞納者２６人のうち，所在不明の

６人，相談中の６人を除いた１４人の方に対して，６月１日付けで催告を行いました。そ

の後に，返還手続に応じていただいた方が４人おられます。従いまして，２６人から４人

を除いた２２人が，９月１日付けの催告の対象となる方でございます。こちらも所在不明，

相談中の方を除いた１人に対して，９月１日付けで催告を行いました。その後に，同じく

返還手続に応じていただいた方が４人おられます。従いまして，２２人から４人を除いた

１８人が継続滞納分として，現在滞納になっておられる方ということでございます。 

 この１８人に裁判手続中の３人を合わせました２１人が，先ほど１ページ目の注３のと

ころで説明をさせていただきました，滞納者６７人のうち，平成２５年度以前返還分を含

めての滞納者ということになります。 

 ３ページ目にもう一度お戻りください。「（４）５０万円以上の高額滞納者の今後の見込

み等」を平成２７年９月末日現在でまとめさせていただいております。５０万円以上と１

００万円以上ということで，これまでと同じようにまとめさせていただいております。１

００万円以上というのは５０万円以上の内数となっております。実施年度が，平成２５年

度までで，５０万円以上で４人，また，かっこ書きは裁判で争うことを表明している借受

者で３人になっておりますが，純粋に５０万円以上から１００万円未満で裁判で争うと表

明していない方が１人おられまして，１００万円以上の方３人と合わせて合計４人になっ

ているということでございます。 

 注１のところにも書かせていただいておりますように，平成２８年度の高額滞納者見込

数については，現在の滞納状況を踏まえて見込んでいるものでございます。合計になりま

すが，現在５０万円以上の高額滞納者が９人，そのうち，現在裁判中の方も含めてになり
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ますが，裁判で争うことを表明している借受者の人数は６人と見込んでいるところでござ

います。 

 次に，４ページを御覧ください。「２ 平成１２年度以前に返還の始期を迎えた債権に係

る免除の状況」，すなわち一律免除の状況でございます。 

 数字につきましては，前回の委員会の資料と全く同じになっております。履行期限が到

来した債権ごとに，免除を年度末に行っておりますものですから，数字は一切変わってお

りません。したがいまして，説明は省略させていただきます。 

 続きまして，「３ 平成２６年度返還分で５年ぶりに手続する借受者１，０２６人の状況」

についてでございます。前回の委員会のときに，平成２１年度に免除になられている方が

約１，０００人おられ，５年間の免除期間満了に伴って，改めて免除の可否を確認した結

果，免除決定済の方が約８００人，免除の可否を確認中の方，それから免除ができない方

や免除申請用証明書等を準備中の方が約２００人おられるという御説明をさせていただき

ました。 

 この約１，０００人の方，正確に申しますと１，０２６人でございますけれども，平成

２６返還年度が終わりまして，最終的にどうなったかということをまとめさせていただい

ているものでございます。 

 表の下になりますけれども，免除の方が最終的に８９５人ということで，１３１人減と

なっております。それから猶予の方が２人，返還済の方が９７人，滞納の方が３２人とい

うことで，返還請求となる，いわゆる非免除の該当者が約１２０人増加しております。 

 理由といたしましては，主として借受者の年齢が５歳上がったことによる収入の増加が

要因であると考えているところでございます。 

 続きまして，５ページになりますけれども，（参考１）ということで，先ほど申しあげた，

平成１３年度以降に返還始期を迎えた債権に係る取組状況につきまして，平成１９返還年

度以降の分を件数ベースでまとめさせていただいているものでございます。 
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 ６ページ，７ページを御覧ください。今申しあげた件数ベースの返還猶予，それから返

還免除の事由別の内訳を年度ごとにまとめさせていただいております。 

 ６ページの注２を御覧ください。別紙ということで，後ほど御報告をさせていただきま

すけれども，「「特別な事情による返還猶予決定の状況（報告分）」で報告をしている１人分

（報告番号３７番）を示している。」と記載しております。追記をお願いしたいのでござい

ますけれども，平成２１年度から平成２５年度のところの一番下に括弧書きで，「うち今回

の事後報告分 １件（注２）」と書いております。大変申し訳ございませんが，平成１９・

２０年度の「特別な事情 ９１件」の下に，「（うち，今回の事後報告分 ２件）」と追記を

お願いできませんでしょうか。漏らしておりまして，大変申し訳ございません。 

 ７ページの返還免除の事由別内訳，これにつきましては前回の委員会の資料と同じでご

ざいます。 

 続きまして，８ページを御覧ください。「２ 平成１２年度以前に返還の始期を迎えた債

権に係る免除の状況」でございます。これも前回の委員会の資料と同じでございます。説

明は省略させていただきます。 

 それでは，９ページを御覧ください。「特別な事情による返還猶予決定の状況（報告分）」

ということで，２件簡単に御報告をさせていただきます。 

 特別猶予につきましては，従前からでございますけれども，過去の審査案件と同様の経

過があるものについては，この委員会での事前審査を経ずに猶予決定を京都市で取らせて

いただいて，その後の委員会で報告させていただくということになっております。 

 １０ページ，１１ページを御覧いただけますでしょうか。まず，報告番号３７番です。

先ほど追記をお願いした分でございますけれども，平成１９年度から平成２５年度返還分

で大学分となります。 

 この３７番の借受者は，第１１回の委員会において，報告番号３５番として報告いたし

ました借受者と兄弟姉妹関係にあります。 
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 経過でございますが，連絡対象者の方が面談を拒否されていたということで，保証人の

方も反対されていたのでございますけれども，ちょうど中段のあたりにありますが，平成

２６年１月になって，ようやく保証人の方と面談することができました。制度変更の説明

をさせていただくとともに，具体的な返還手続についての説明が，ようやく平成２６年１

月になってできたということですが，保証人の方が，その後，また入院をされまして，し

ばらくお会いできない時期が続きました。平成２７年６月になって，保証人の方と再び面

談させていただいて，保証人の方が返還手続に応じます，ということで意思表明をされま

して，その後，返還手続に応じていただいたということでございます。 

 一番下の下線部分のところになりますけれども，兄弟姉妹の返還手続を，平成２６年６

月に行われて以降，保証人が，借受者本人への説明を行うつもりだったのですけれども，

御自身が入退院を繰り返されて，その結果，借受者本人の返還手続が兄弟姉妹の方より１

年間かかってしまったという例でございます。 

 この方については，平成１９年度から平成２５年度返還分について，特別猶予を適用さ

せていただいたものでございます。こちらは，類型Ａ―１，Ａ―２の「検討期間不足，説

明時期，家庭等の事情」ということと，類型Ｃの「連絡対象者ではない保証人の意思表示」

ということで，主に類型Ｃを適用させていただいたものでございます。 

 １１ページを御覧いただけますでしょうか。報告番号３８番にまいります。平成１９年

度から平成２６年度返還分で，大学分になります。こちらは，類型Ｃの「借受者本人の意

思表示」を適用させていただいたものでございます。 

 経過でございますが，連絡対象者，保証人の方に不在でお会いすることができなくて，

何回訪問しても，不在でなかなか接触できない状態が続いたということです。平成２２年

の１１月に訪問したときにも，その場で拒絶をされて全く話を聞いていただけずに，制度

変更についても，当方から説明することができなかった方でございます。 

 その後も，その状況が続いたのでございますけれども，平成２７年１０月に訪問した際
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に，不在でしたが，在宅の方に「ここに連絡をしてください」と依頼したところ，借受者

本人の方から連絡が入りまして，その後，借受者本人の方と面談をさせていただきました。

借受者本人に，これまでの経過であったり，返還免除制度の概要説明を行ったところ，１

１月に免除申請が提出されたものでございます。 

 借受者本人のお話によりますと，これまで連絡対象者になっていた方が，この８月にお

亡くなりになっておられまして，御本人もこの間，連絡対象者の方がずっと対応してくれ

ているものだと思っていたとのことで，詳しいことは一切わからなかったと。何年も滞納

になっていたということも初めてわかったということで，手続をする必要があるのであれ

ば，今後は，借受者本人がきちんと対応していきます，と申しておられます。 

 この方については，平成１９年度から平成２６年度返還分について特別猶予を適用させ

ていただいたものでございます。 

 最後になりますが，１２ページを御覧ください。今後の奨学金返還手続に係る当面のス

ケジュールです。催告や特別催告のスケジュールをまとめております。 

 今年度につきましては，先ほど申しあげましたように，滞納金額が１００万円を超える

見込みの方がおられませんので，訴訟提起に向けた諮問は予定しておりません。 

 平成２７年９月末日現在での奨学金等返還事務の取組状況について御説明させていただ

きました。以上でございます。 

 

○山下委員長 

 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして，委員の皆様から何か御質問は

ありますでしょうか。 

 特にないということですので，引き続いて２件目の報告事項に移りたいと思います。２

件目の報告事項，「奨学金等の返還請求訴訟の状況」についての報告を受けたいと思います。

それでは，引き続き事務局から報告をよろしくお願いします。 



10 

 

○事務局 

 ありがとうございます。先ほど資料１で御説明させていただきましたとおり，３件の方

について訴訟を提起させていただいておりますが，その状況を資料２，１３ページ以降に

まとめさせていただいております。 

 １３ページを御覧いただけますでしょうか。前回の委員会で，今年の４月に京都地裁で

一審の判決が出ましたが，その後，相手方が大阪高裁へ控訴しました，という御報告をさ

せていただいたところでございます。 

 本日は，前回の委員会以降の進捗状況について御説明をさせていただきます。１３ペー

ジの上段に，１番から４番まで番号が振ってございますけれども，３番のところを御覧い

ただけますでしょうか。No.１から No.３まで３つの事件がございますけれども，控訴審が

２つに分かれておりますので，「No.２」と「No.１，No.３」に分けて説明させていただき

ます。 

 まず No.２でございます。こちらにつきましては，平成２７年７月１６日に口頭弁論が１

回行われましたけれども，そこで結審をいたしました。９月２９日に大阪高裁で判決の言

渡しがございまして，本市の主張が認められたところでございます。 

 ただし，相手方はこの判決内容を不服とされて，１０月９日付けで最高裁に上告をされ

ております。上告の理由については，いまだに上告の理由書が届いておりませんので，ど

ういう理由で上告をされたのか，わかっていない状況でございます。 

 判決の内容でございますけれども，１４ページを御覧いただけますでしょうか。１４ペ

ージから１５ページに，９月２９日に出された大阪高裁におけるNo.２の判決の内容をまと

めさせていただいております。 

 判決の内容について，御紹介をさせていただきます。３つの論点がございまして，１点

目は返還合意の有無についてということで，「自立促進援助金の支給と就学奨励金等の支給

は別の制度である」ということで，「事実上の一体的運用があったからといって，控訴人が



11 

 

就学奨励金等の返還債務やその連帯保証債務を負わないということにはならない。」という

ことと，「控訴人は，通常人の注意力をもって判断すれば，本件奨学金制度が単純な金銭の

給付ではなく，本市による何らかの給付・補助制度によってその返済が賄われる構造を有

することを容易に認識することができたというべきである。」，「本市は就学奨励金等の返還

事由が発生した後に自立促進援助金をもって返還に充てるという制度を採っており，就学

奨励金等の返還を受けない意思ではなかった。」ということで，「上記事実を踏まえれば，

本件金銭消費貸借契約及びその連帯保証契約に係る合意はあり，金銭消費貸借契約成立の

要件を満たす。」という判断がなされております。 

 それから２点目，錯誤無効の主張についてでございますけれども，「本市と控訴人の間で

は，控訴人が就学奨励金等そのものの返還義務を負わないとする合意ではなく，あくまで

就学奨励金等の返還債務は発生する旨の合意がされたのであり，そのことを控訴人は十分

に認識することができたのであるから，返還義務そのものについて控訴人に誤信があった

ということはできない。」とされております。また「金銭消費貸借契約が動機の錯誤に基づ

き無効となるためには，控訴人の動機，すなわち就学奨励金等は返還不要のものであると

いう認識を有していることが，本市に対し明示又は黙示に表示され，これが意思表示の内

容となっていることが必要である。」ということで，この自立促進援助金は補助金であって，

「本市の財源下，社会情勢その他の一切の状況判断のもとに，時機に応じて見直されるも

のであり，その永続性を保障することは何人にも不可能であることは，社会通念上，当然

の事柄である。」ということで，「控訴人は同和対策事業が見直しや廃止等の縮小傾向にあ

ったことも認識しており，本市が就学奨励金等の返還を肩代わりしてくれる」というのは，

「控訴人の不確定な見込みに過ぎない」。よって，「将来において実質的に返還が不要にな

ることが，就学奨励金等の貸与申請時における控訴人の意思表示の内容となっていたとま

では認めることはできないから，控訴人の動機が本市に対し表示されていたとは言えない。」

ということで，この「就学奨励金等に係る金銭消費貸借契約が錯誤により無効となること
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はない。」という判断がされております。 

 最後に３点目，信義則違反についてでございますけれども，これについても「子弟の学

資に困窮しない経済力がありながら，公金の支出により債務の返済を肩代わりされる措置

が継続されるとの信頼は，そもそも社会的に保護に値しない。」，「当初の説明と異なり，後

に本市から返還を求められたとしても，控訴人の資力を考慮すれば，その経済的影響は受

認可能な範囲内である。」，「本市条例は，従前の同和奨学金制度の運用を適正化する一方で，

本市の従前の運用を前提に奨学金の支給を受けた同和奨学金の借受者の不測の不利益を防

止するとの立法目的に出たものであり，合理性が認められる。」ということで，「控訴人の

予測に反する面があったとしても，控訴人に著しい不利益が生じているとは認められず，

本件請求が信義誠実の原則に反するものであるとか，権利の濫用になるものと認めること

はできない。」とされ，以上３点から京都市の勝訴という形の判決が出されております。 

 もう一度，１３ページにお戻りください。次にNo.１と No.３の事件についてでございま

すけれども，こちらにつきましては，平成２７年９月１６日に第１回の口頭弁論が，No.２

の事件とは別の民事部で行われました。１２月９日に第２回の口頭弁論が行われておりま

して，この日に結審しております。判決は，平成２８年２月２５日に言い渡される予定に

なっております。 

 こちらについては，１５ページの３番で，審理の状況をまとめさせていただいておりま

す。先ほど申しましたように，９月１６日の第１回口頭弁論のときに，相手方から，本市

の主張に対しまして，再反論したいので，２箇月の時間が欲しい旨の申立があって，弁論

が続行になりまして，１２月９日に第２回の口頭弁論が決定されたものでございます。 

 また，第１回口頭弁論時に相手方から，証人申請が出されました。平成９年当時，それ

から平成１２年当時，この同和奨学金の所管をしていた部長級職員について，証人として

申請をされたところでございます。これに対しまして，本市の認識というのは，これまで

本市が出しております文書であったり，市会における答弁等で，すでに明らかにされてお
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りますので，当事者間で事実関係については争いはないということと，それからあくまで

もこの同和奨学金の事業は，地方公共団体という組織で行っているものでございますので，

個人の認識で左右される性質のものではないということで，証人申請は却下されるべきで

あると主張しております。 

 第２回の口頭弁論において，この証人申請の部分については，裁判所から証人として採

用しない，との言渡しがございました。 

 第２回の口頭弁論では，双方とも追加の主張はなかったものですから，この日に結審を

して，先ほど申しましたように，来年の２月２５日午後１時１０分から判決が言い渡され

る予定になっているところでございます。 

 奨学金の返還請求訴訟の状況についての御報告は以上でございます。 

 

○山下委員長 

 ありがとうございました。ただいまの報告について，委員の皆様から何か御質問はあり

ませんでしょうか。 

 では私から１点。ちょっと細かい質問なのですけれども，御報告のあった No.２の控訴審

訴訟の事件なのですが，信義則違反の論点について内容を見ますと，控訴人の方の具体的

な経済力が評価されていて，そういう個別の事実も判決の理由になって信義則違反でない

とされているのですけれども，そうしますとまだ続いている No.１とNo.３の訴訟の控訴人

の方も経済力，資力というのはある方なのでしょうか。 

 

○事務局 

 No.２の事件は，資料等で，裁判所にも相手方の方の収入状況というのが出されているも

のですから，それを踏まえて大阪高裁は判断をされたと考えております。 

 同じくNo.１とNo.３も，一審の時から，相手の方の収入状況は資料として裁判所に出し
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ております。仮に収入，資力がないということであれば，免除条件に合致してくれば，当

然免除ということになります。そのあたりも含めて，今後どういう形で大阪高裁が判決を

出されるかということになろうかと思います。 

 

○山下委員長 

 わかりました。今言われたようなことがあれば，京都市の方で免除の要件を検討すれば

いいだけであって，信義則違反というように一律にいわれるものでもないのかなと。個別

のところまで踏み込んで判断があったのが気になったので，意見を言わせていただきまし

た。 

 皆様方，特に御質問はないですか。藤原委員，上告された場合，特に理由というのは来

ないですよね。弁論が開かれない限り来ないですよね。 

 

○藤原委員 

 弁論が開かれない限り，理由は来ないです。 

 

○山下委員長 

 少し細かい点を言いますと，上告なのか上告受理申立なのかというのがあるのですけれ

ども，その点はわかっていますか。 

 

○事務局 

 上告と上告受理申立の両方をされていると聞いております。 

 

○山下委員長 

 そうしましたら，No.１と No.３は結審，判決を待つということですが，次回の委員会に
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は判決が出ているということになろうかと思います。特に委員の皆様から御質問がなけれ

ば，引き続き３番目，審議事項に移りたいと思います。 

 まず審議事項の１件目ですが，「法的措置着手基準の見直しについて」，事務局から説明

をよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 それでは，「法的措置着手基準の見直しについて」の御説明をさせていただきます。資料

３として，１７ページ，１８ページにまとめさせていただいております。本題に入ります

前に，１８ページの参考を御覧ください。 

 平成２３年６月に開催されました第５回の監理委員会で，裁判手続の着手について御審

議をいただいておりますが，その時に確認された事項を，（抄）として抜粋し，まとめさせ

ていただいております。改めてその内容を確認させていただきますと，まず１番目。「裁判

手続対象とする滞納額の基準」でございますけれども，訴訟費用等を勘案して，滞納額が

５０万円以上の者とする。ただし裁判が最終手段であるということで，慎重に対応すべき

ものであって，かつ初めての裁判ということになりますので，その初年度という状況を踏

まえて，当面の間，基準額の２倍以上と著しく多い滞納金額である１００万円以上の者を

対象とする，ということになっております。 

 また，その下になりますが，なお書きのところで，裁判手続着手の金額基準は，今後，

裁判手続の進捗状況を踏まえて見直すこととする，ということになっております。 

 それから２番目，「裁判手続対象者の資力の有無の確認」でございますけれども，この対

象者について，不動産，自動車，その他聞取り等で資力調査を実施して，資力の有無に関

する資料を収集するように，ということで，生活保護であったり，奨学金等の返還免除に

該当するなど資力がないことが明らかな場合以外は，資力があるものと推定するというこ

とになっております。 
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 それから３番目，「相手方の意思確認と裁判手続の手法の選定」でございますけれども，

基本的には，話し合う機会を設け，自主的な解決を図ることを目的として，民事調停を申

し立てることを検討していく。ただし，これまでの対応から，返還に応じない意思が明確

であると判断できることに加え，訴訟で争うという意思を再三にわたり示されていると認

められる場合は，民事訴訟の提起を検討するということが，当時の委員会で確認をされて

いるところでございます。 

 それでは，資料の１７ページにお戻りいただけますでしょうか。まず，「１ 見直しの背

景」についてでございます。平成２１年度に制度を抜本的に見直しまして以降，今日まで

約６年半が経過する中にあって，奨学金等返還事務を取巻く諸情勢は大きく変化してきた

と認識しております。 

 １点目でございますけれども，先ほど報告事項の２番目でも報告させていただいたとこ

ろですが，平成２４年４月，それから２５年５月に訴訟提起いたしました３件の返還請求

訴訟につきまして，１件は控訴審判決，２件は一審の判決が出ており，本市の主張どおり

返還請求が認められた，ということがございます。 

 なお，一審判決におきまして，条例に基づく事務を誠実に管理・執行する必要性につい

ても指摘されているところでございます。 

 ２点目でございますけれども，奨学金債権は私債権として，１０年間の消滅時効である

ということは，この委員会でも御確認をいただいているところでございます。抜本的な見

直しを行いました初年度である，平成１９年度返還分につきましては，平成２０年９月末

が履行期限でありますから，その１０年後に当たります，平成３０年１０月から順次，消

滅時効を迎える奨学金債権が発生してくるということがございます。 

 ３点目でございますが，これは京都市全体の基本方針でございますけれども，持続可能

な行財政の確立を図る取組の一つとして，効果的かつ効率的な債権回収の全市的な推進に

取り組むこととしております。 
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 具体的には，全庁が連携して一体となって，適正な債権管理の取組を推進していくため

の，「京都市債権管理対策本部」の設置や，債権管理の一層の適正化を図るための債権管理

条例（仮称）の制定に向けた取組が進められているということがございます。 

 最後に４点目でございますけれども，制度変更以降６年半が経過するとともに，裁判手

続中の３件目，最後の提訴である２５年５月以降は，比較的高額な滞納のあった借受者の

方も順次，返還手続に応じていただくなどにより，当面，現行基準である滞納額１００万

円以上の方がおられない見込み，ということがございます。 

 すなわち，報告事項の１番目で御報告させていただきましたとおり，９月末現在で滞納

の方は６７人おられる訳でございますけれども，これらの方々も，多くは順次，返還いた

だくなど手続に応じていただいており，以前から滞納されている方は，２１人に過ぎない

状態にあるということがございます。 

 こうした大きく４点の諸情勢の変化に伴いまして，また借受者間，特に返還をしていた

だいている方との公平性も考慮して，現行基準について，「２ 現行基準からの見直し事項

（案）」のとおり見直しを行ってはどうかと考えております。 

 まず，基本的な考え方でございますけれども，前回の委員会でも一審判決の付言に関連

いたしまして，少し御議論いただいたところでございますけれども，引き続き，京都市と

いたしましては，借受者の皆様に対しまして，十分な説明を尽くすとともに，実態に即し

た誠意ある対応を行うよう最大限の努力をしてまいりますことが大前提であると考えてい

るところでございます。 

 次に，具体的な見直しの内容についてでございます。まず「（１） 裁判手続の対象要件」

でございますけれども，現行基準では，大きく３つの要件がございます。 

 １点目については，表の①のとおり，９月に滞納となりまして，１２月に督促を実施し

た後も，約１年をかけて４回程度の催告をして，分割納付の提案等の丁寧な相談をいたし

ましても返還に応じない，という要件でございます。実際には，例えば「改めて制度の説
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明をしてほしい」，「保証人等と相談するのでもう少し待ってほしい」，「分納できないか」

というような御要望がございましたら，できる限りこの要件よりも，丁寧に，きめ細やか

に，真摯に個別の対応をこれまでも行っておりますけれども，こうした経過を経ましても

返還手続に応じていただけない，こうした要件は，今後も継続していくべきであると考え

ているところでございます。 

 ２点目の現行基準は，表の②のとおり，資力の有無といたしまして，不動産や自動車な

どの資力調査を実施し，資力があるとみなされることを要件としております。逆から申し

あげますと，資力がないことが明らかな場合は，裁判の対象外といたしております。こう

した場合は，基本的には返還免除に該当するものと考えておりますけれども，手続さえし

ていただけない方につきましては，後ほど御説明させていただきますけれども，消滅時効

を回避する必要があるときに限り，資力を要件とせずに，資力がないことが明らかな場合

も含めて，法的措置に着手してまいりたいと考えております。 

 ３点目は，滞納額でございます。現行では訴訟費用等を勘案して，先ほど申しましたよ

うに滞納額５０万円を基準といたしますけれども，裁判が最終手段であること，それから

裁判着手初年度であることを踏まえて，当面の間，基準額の２倍以上と著しく多い滞納金

額１００万円以上としております。 

 改正案では，これを本来の金額でございます，５０万円以上といたしますとともに，消

滅時効を回避するため，滞納額にかかわらず，消滅時効を迎える日から１年以内の債権を

滞納している，という２つの要件を設けたいと考えております。 

 次に「（２） 裁判手続着手となる対象者」でございますけれども，現行では，上の表の

現行欄の①から③までをいずれも満たす方を対象としておりますけれども，改正案では，

①の「督促後，約１年をかけても返還に応じない」，②アの「資力があるとみなされる」，

③アの「滞納額５０万円以上」の３要件をいずれも満たす，「滞納額５０万円以上」の方に

加えまして，①の「督促後，約１年をかけても返還に応じない」，②イの「資力を要件とし
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ない」，③イの「消滅時効を迎える日から１年以内の債権を滞納していること」の３要件を

いずれも満たす「時効による場合」の方の２通りを考えております。 

 なお，少し表現がややこしいのですが，時効による方の，②イの「資力を要件としない」

を満たすという表現でございますが，端的に申しますと資力は関係ないということでござ

います。 

 １８ページを御覧いただけますでしょうか。「（３） 裁判手続の手法」についてでござ

います。現行では，「① 裁判で争う意思を明確にしている方」は，やむを得ず民事訴訟を

提起することといたしておりまして，当面，簡易な手続でございます支払督促は行わない

こととしてまいりました。 

 一方で，「② 裁判で争う意思が明確でない方につきましては，基本的には話し合う機会

を設け，本市と借受者で自主的な解決を図ることを目指して，まずは民事調停を検討する

ことといたしておりましたが，これまでに法的措置に着手した３件は，いずれも①の裁判

で争う意思が明確な方ばかりでございました。 

 今後についてでございますけれども，改正案のとおり，①の裁判で争う意思が明確な方

については，これまでどおり民事訴訟を提起せざるをえないと考えております。 

 また，②の裁判で争う意思が明確でない方につきましても，これまでどおり，まずは民

事調停を検討してまいりたいと考えておりますけれども，時効による場合，すなわち滞納

額が５０万円未満で，消滅時効から１年以内の債権がある方につきましては，訴訟費用等

を勘案して，簡易な手続である支払督促も活用してまいりたいと考えております。 

 なお，支払督促につきましては，御承知とは存じますが，金銭の支払いを求める場合に，

簡易裁判所の書記官が行う略式な手続でございまして，訴訟の場合の半額の手数料と郵便

切手だけで申し立てることが可能でございます。相手方，すなわち借受者の方と保証人の

方が異議を申し立てなければ，仮執行の宣言を得て，直ちに強制執行を申し立てられる状

態となりますけれども，異議が申し立てられれば，通常の訴訟手続に移行していく，とい
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うものでございます。 

 次に，「３ その他」でございます。まず，（１）でございますが，地方自治法施行令に，

債権金額が少額で，取立てに要する費用に満たないと認められるときは，その保全及び取

立てをしないことができるという，徴収停止の規定が定められておりますので，現時点で

はなかなか想定することは難しいとは存じますが，念のため，そういった場合には裁判手

続着手を行わない場合がある，ということを記載させていただいております。 

 また，（２）でございますけれども，先ほどの「２ 現行基準からの見直し事項（案）」

に記載の事項以外は，例えば，資力調査の方法や人権上の配慮が必要な場合に，保証人の

みを対象として提訴する裁判手続の相手方の確認，さらには，法的措置通知書の送付時期

などにつきましては，引き続き，現行の確認事項を基本としてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上の見直しにつきましては，「４ 実施時期」にございますとおり，この委員会で御審

議いただきまして，御了承いただけましたら，概ね今後１年間，丁寧に滞納のある方に周

知させていただきました後，それでも見直し後の要件を満たす方がおられる場合につきま

しては，平成２８年１１月頃に開催を予定しております，この委員会におきまして，裁判

手続の実施に当たっての意見聴取を行わせていただきたいと考えております。 

 なお，来年度までに５０万円以上の滞納となる見込みの方は，本年９月末現在で，裁判

中の３人の方を除きまして，先ほど御説明させていただきましたとおり，６人おられます

ので，最大でこの６人の方が，平成２８年１１月頃のこの委員会の場で意見聴取をさせて

いただく可能性がある方ということになります。 

 最後に，「５ 今後」についてでございますけれども，現在提起中の３件の返還訴訟の確

定時期や，債権管理条例の制定時期，また，滞納者数の推移などを踏まえまして，確定判

決の内容や条例も含めた今後の法制度の変更内容に応じまして，更なる滞納額基準の変更

も含めまして，見直しの検討が必要であれば，改めて監理委員会にお諮りさせていただき
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たいと考えております。 

 改正案に対する御説明は以上でございます。いずれにいたしましても，借受者の方の生

活状況や御意思は，さまざま異なっているのが実態でございますので，ただいま御説明さ

せていただきました案によりまして，法的措置に着手せざるを得ない場合におきましても，

最初に申し上げましたとおり，借受者の方々の実態に即して，できる限り丁寧な対応に努

めてまいりたいと考えております。 

 また，今回の裁判手続への着手の要件を満たす方につきましては，先ほども申しました

とおり，来年の１１月頃の委員会で，具体的にお諮りすることになろうかと考えておりま

すが，その際には，これまでどういう経過をたどってこられたのか，どういう手法で裁判

手続を行うかなどについて御説明し，御了解を得てまいりたいと考えているところでござ

います。 

 よろしく御審議いただきますよう，お願いいたします。 

 

○山下委員長 

 ありがとうございました。では，審議事項の１件目の法的措置着手基準についてですが，

委員の皆様，御質問がありましたらお願いします。はい，西田委員。 

 

○西田委員 

 説明をいただきまして，説明の内容はよくわかりました。ただ１点，確認したいのです

けれども，今回の審議事項というのは，第５回の監理委員会で決められた事項のうち，「当

面の間」の金額基準の一部訂正を目的としているのか，そもそも第５回監理委員会で決め

られた基準の改正，改正というのは新たな部分を追加するということも含めてなのか，ど

ういう位置付けになりますか。 
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○事務局 

 ただいまの西田委員の御質問に対しては，大筋は前者になります。第５回の委員会にお

いて，滞納額の基準を原則として５０万円以上ということに定めておりまして，当面その

倍の１００万円以上とする，ということになっておりますので，滞納金額５０万円以上の

方につきましては，第５回の委員会で定めた額に戻すというように考えているところでご

ざいます。 

 今回，それと併せて，平成３０年の１０月以降に消滅時効を迎えられる方，これにつき

ましては，第５回の監理委員会では，何も定めはされておりませんので，今回，新規に裁

判手続に着手する基準に盛り込みたいと考えております。 

 平成３０年１０月まで少し時間がございますけれども，今回，滞納金額５０万円以上に

戻すということと，消滅時効についての取扱いを，新たに着手基準に入れるということを

併せて御審議をいただいた方がわかりやすいのではないか考えましたのと，できるだけ早

く見直し案をまとめて，滞納者の方に，懇切丁寧に周知させていただきたいということが 

ございましたので，今回併せて御提案をさせていただいたところでございます。 

 

○西田委員 

 ちょっと位置付けがはっきりしないので。というのは，私の考えとしては，新たな基準

を作るという方向でやり直さないと，文言にいろいろ齟齬をきたすのではないかと思って

いるのです。 

 例えばどういうことかというと，第５回監理委員会で，（参考）で確認された事項として，

１，２，３と言われました。１は確かに，もし金額の見直しだけでいくのであったら，第

５回の委員会の中で，「なお，裁判手続着手の金額基準は，今後，裁判手続の進捗状況を踏

まえ，見直すこととする」と書いてあります。 

 そうなると，１はそれに該当するでしょうけれども，２，３は必ずしもそれに該当する
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のではなさそうな気がするのです。 

 それに，第５回の委員会をベースにするのであれば，この「訴訟費用等を勘案し，滞納

額が５０万円以上のものとする」というのが大原則なので，これで，今後縛られることに

なると思うのです。したがって，第５回監理委員会の結論は当面の方法として，今後いろ

いろなことが新たに出てくるので，例えば，裁判手続の進捗状況等を踏まえたとしても，

これだけではなく，いろいろ文言を変えないといけないので，もう一度，一から見直され

た方がいいのと違いますか。というのが私の意見です。 

 

○山下委員長 

 玉置委員，御質問がございますか。 

 

○玉置委員 

 質問というよりも，おそらく確認という位置付けになると思いますが，私の理解は，第

５回の監理委員会で既に滞納額５０万円という金額が設定をされて，その金額で落ち着い

たと理解しております。ただ，初年度という状況があったので，「当面の間」，金額が１０

０万円に設定されたというふうに，受け止めたわけです。 

 そうしますと，この「当面の間」というのがいつからいつまでの間かというと，第５回

の委員会で落ち着いたところからスタートしているのですが，どこが終わりなのかという

ことになると，どこにもそれが明記されたものがないということで，今回，この「当面の

間」ということについて考えた時に，京都市としては，総体として債権の管理というもの

について検討に着手していらっしゃる。そして，平成３０年度の消滅時効の問題，これが

既に視野に入ってきたという状態。そして，平成２１年度から今回の委員会までの状況，

そういったことを踏まえて，タイミングというのはいずれ来るわけなので，今回いろいろ

な条件が新たに加わってきた，タイミングとしては今期がいいのではないか。そういう御
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説明だというふうに受け止めました。 

 そういうことで，「当面の間」というものを，今回，本来の額に戻すという判断になるの

か，改めてもう一度，総体として考えていくのかということのどちらかになるのかなとい

うふうに思いましたが，私としては，「当面の間」についてどう整理するかというのを明確

にした方がいいのかなと思っております。 

 あといくつかありますが，それはちょっと置かせていただきます。 

 

○山下委員長 

 お２人の委員の御質問や意見について，事務局はどうされますか。この要件の表現を何

か訂正される予定がありますか。どうでしょう。 

 

○事務局 

 要件については，特に今日御説明させていただいた内容から変更することは考えており

ません。 

 玉置委員が言われました，「当面の間」でございますけれども，繰り返しになりますが，

第５回の監理委員会で，平成２３年の６月に，基準が議論されて，決まりまして，これに

基づいて，３件の裁判が続いているということでございます。まだNo.１と No.３の事件が

控訴審の判決が出ておりませんけれども，もし控訴審の判決が出て，京都市が勝訴という

ことに仮になったとして，相手方が仮に上告をされたとしても，おそらく平成２８年，来

年中には確定判決が出るということになるのではないかと考えておりまして，平成２３年

度から，足掛け５年ほどかかっているということになります。事務局としましては，平成

２９年度からは，新たな段階での法的措置を行わせていただきたいと考えているところで

ございます。 
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○山下委員長 

 そうしましたら，この審議事項⑶ですが，今も事務局の御説明がありましたが，要件と

しては明確に資料３に記載されておりまして，１７ページの①，それから②，③の各要素

について，要件を満たす場合は法的手続に着手するということは明確ですので，審議とい

たしましては，この要件のもとで法的手続に着手するかどうかが審議の対象だと思います。 

 そのことにつきまして，特に委員の皆様から御異存というものがなければ，承認という

ことになろうかと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

○西田委員 

 私はそれでけっこうです。 

 

○山下委員長 

 玉置委員は。藤原委員は。 

 

○玉置委員 

 私はいいと思います。 

 

○藤原委員 

 私も同様です。 

 

○山下委員長 

 そうしましたら，要件としましては，審議事項の１件目の改正案を承認するということ

といたします。 

 続いて審議事項の２件目，「特別な事情による返還猶予制度の見直しについて」，事務局
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から説明をよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 そうしましたら，資料の４ということで，１９ページを御覧いただけますでしょうか。

見直し案を御説明させていただく前に，返還猶予の制度の概要について，改めてになりま

すけれども，御説明させていただきたいと思います。 

 お手元に例規集をお配りさせていただいております。ブルーの冊子でございます。黄色

の付箋を付けさせていただいておりますが，そちらのページを御覧いただけますでしょう

か。『京都市地域改善対策奨学金等の返還事務取扱要綱』でございます。要綱の第１４条第

１項のところを見ていただけますでしょうか。第１号で，所在不明等の長期間不在の規定

を設けておりますけれども，第２号で，「やむを得ない理由があると認められるとき」は，

当該借受者の債務を猶予することができるとされております。 

 この規定の運用に関しましては，平成２２年１１月の第４回の委員会で御審議いただき

まして，定めさせていただいております。これにつきましては，もう一つの委員会資料の

冊子，分厚いほうの冊子，これもブルーの冊子でございますけれども，そちらに黄緑色の

付箋を付けております，資料４を御覧ください。 

 資料４につきまして，簡単に御説明させていただきます。まず「１ 趣旨」でございま

すけれども，２つ目の○のところに，この制度は「借受者が期限内に申請を行うことがで

きなかったことについて，やむを得ない理由があると考えられる一定の事由に該当する場

合」には，特別な事情により返還猶予を認める，というものでございます。 

 具体的には，「２ 所在不明者以外の特別な事情」の「（１） 検討に当たっての前提条

件」のとおり，特異な経過があることを踏まえまして，本市の借受者への説明責任を果た

すためには，借受者の正確な理解と責任ある対応を判断できる時間的な条件等が必要であ

るということがございます。そして現実的に「（２） 考慮すべき背景」のとおり，ａとし
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て「本市の長年にわたる同和行政に対する不信感」，ｂとして「第三者情報を優先」，ｃと

して「借受者が旧同和地区以外に新しい家庭を築いている場合」といった事例が見受けら

れたことから，次のページの「（３） 特別な事情による返還猶予を認める事由」にござい

ますとおり，「Ａ 相当な時間がなかったと認められる場合」や，「Ｂ 重大な誤解をして

いたとの告知があった場合」，「Ｃ 借受者等が連絡対象者とは異なる意思表示をした場合」

などと類型化をしたうえで，「４ 監理委員会への付議の手続」のとおり，原則として，委

員会で事前審査のうえ，返還猶予の措置を取りますけれども，２つ目の○にございますと

おり，すでに返還猶予の承認をいただいた事例と同様の経過があったと認められるものに

ついては，事前審査を経ずに措置後の報告でよいとされております。以上が，現行の特別

な事情による返還猶予制度の概要でございます。 

 それでは，本日の委員会資料の１９ページ，資料４にもう一度お戻りいただけますでし

ょうか。まず，「１ 見直しの背景」についてでございます。現行制度は，ただいま御覧い

ただきましたとおり，正確な制度理解とそれに基づく判断のための時間的な条件が整って

いない場合を想定している訳でございますけれども，平成２１年度に制度を抜本的に大き

く見直しまして以降，約６年半が経過した今日では，未手続の連絡対象者，おおむね借受

者の父母の方が対象でございますけれども，こういった方々に説明ができていないという

ことはほとんどございません。 

 また，先ほども御説明させていただきましたとおり，法的措置基準の見直しなども実施

していくという状況もございます。さらに，連絡対象者の高齢化や，場合によればお亡く

なりになられたことによって，直接，借受者御本人に連絡を取らざるを得ない事例も発生

してきている実態がございます。 

 こうした６年半の経過と，父母の高齢化といった２つの状況の変化から，次の「２ 現

行制度からの見直し事項（案）」のとおり，見直す必要があるのではないかと考えていると

ころでございます。 
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 まず，（１）「考慮すべき背景」でございますけれども，現行の背景ａにつきましては，

先ほど申しあげましたとおり，説明できていない方は基本的におられませんので，廃止と

言いますか，現時点では，考慮すべき背景ではないのではないか，と考えております。 

 また，現行の背景ｂにつきましても，説明が完了していることに加え，報告事項の「（１） 

奨学金等返還事務の取組状況について」で御説明しましたとおり，１，４０４人の借受者

の方のうち，１２人の訴訟結果待ちの方などを除きまして，ほとんどの方に返還手続に応

じていただいております。 

 さらに，返還請求訴訟でも，控訴審段階まで一定の判断が出てきておりますので，これ

についても廃止してはどうかと考えているところでございます。 

 一方，現行の背景ｃにつきましては，借受者の年齢の上昇などに伴いまして，旧同和地

区外転出や御結婚されるなど，家庭環境が大きく変化することによって，借受者と連絡対

象者との間の意思疎通が困難になり，なかなか返還手続に応じられないという事例も出て

きております。 

 後ほど御覧いただく，類型のＡ―２の要素も含めまして，継続して考慮すべき要素とし

て残すべきではないかと考えているところでございます。 

 また，新たに背景ｄという要素を追加すべきではないかと考えております。これは，連

絡対象者の高齢化，死去などに伴いまして，借受者本人に接触しなければならない場合に

おきまして，借受者が旧同和地区以外に転出し，新たな家庭を築いているなどの場合には，

私どもも，十分に人権上の配慮をしながら接触をしていく必要がございます。もとより，

高齢の連絡対象者の方には，万一の場合の連絡先や借受者本人への十分な説明をお願いし

ておりますけれども，やはり具体的な返還手続の時期や方法が借受者御本人に十分に伝わ

っていないという事例もございました。 

 このため，京都市と借受者との間の意思疎通がなかなか難しい事例もありますことから，

新たに背景ｄというのを設けようということでございます。 
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 なお，昨年１２月の委員会で事前審査をお願いいたしました，連絡対象者の傷病による

特別猶予案件につきましては，この背景ｄに該当するような事案ではなかったかと考えて

いるところでございます。 

 それでは，次の２０ページを御覧ください。見直し後の新背景である，修正ｃとｄとい

う，現時点で考慮すべき２つの要素を踏まえますと，特別猶予を認める事由といたしまし

ては，（２）「猶予を認める事由」となる類型のとおりになるのではないかと考えていると

ころでございます。 

 まず，現行の類型Ａですが，「相当な時間がなかった場合」につきましては，説明が基本

的に完了しているという現状を踏まえますと，今後は生じる可能性はないものと認識して

いるところでございます。 

 ただし，類型Ａ―２，「家庭等の事情により対応が困難であった場合」については，事実

としては，そういった場合もあるというように考えておりますことから，これにつきまし

ては，考慮すべき要素として，先ほどの修正ｃの中に一定盛り込んでいるところでござい

ます。 

 また，類型Ｂ「重大な誤解をしていた場合」につきましても，類型Ａと同様に生じる可

能性がないものですから，廃止といいますか，特別猶予を認める事由からは外しても，特

段の問題はないものと考えているところでございます。 

 一方，類型Ｃ「連絡対象者ではない借受者又は保証人が連絡対象者とは異なる意思を示

した場合」でございますけれども，これにつきましては，考慮すべき要素の修正ｃに対応

する訳でございますけれども，近年，特別猶予した事例なども参考に，表現を少し具体化

いたしますとともに，意思表示だけではなく，借受者が連絡対象者となることを要件とす

るなどの変更をいたしましたうえで，基本的に存続する必要があると考えております。 

 さらに考慮すべき要素として，新たに設けようとしております背景ｄに対応する形で，

新たに類型Ｄとして，「連絡対象者の死亡等に伴い，借受者本人が手続に応じた場合」を設
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けてはどうかと考えているところでございます。 

 続きまして，「（３）監理委員会への付議」についてでございます。先ほども御説明させ

ていただきましたが，第４回委員会におきまして，事前審査を原則としつつも，過去の事

例と同様の経過があったと認められるものについては，事後報告と定めていただいており

ます。 

 しかしながら，新たに設ける類型Ｄ，「連絡対象者の死亡等に伴い，借受者本人が手続に

応じた場合」は，先ほど申しました，昨年１２月の連絡対象者の傷病や連絡対象者が死亡

された事例のように，比較的同様の経過があったと判別することは可能と考えております

けれども，修正Ｃの方は，連絡対象者と借受者本人という御家族間の過去の経過や諸事情

を考慮する必要があるため，非常に複雑になるのではないか，と考えております。 

 また，過去に特別猶予を適用している事例につきましても，同様に複雑さ，判断の困難

さがあるのではないかと考えられますので，修正Ｃにより特別猶予する場合と，過去に特

別猶予を適用している場合については，必ず事前審査をいただいた方がいいのではないか

と考えているところでございます。 

 なお，こうした委員会への付議の判断にあたりましては，考慮すべき背景は，いわば参

考情報でございますので，類型に基づき判断してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 最後に，「３ 実施時期」についてでございます。見直し後の制度については，当委員会

で御了解をいただけましたらすぐに適用をしてまいりたい，というように考えているとこ

ろでございます。 

 しかしながら，平成２５年度返還分以前に滞納がある借受者，すなわち現時点で２年間

分以上滞納のある方になりますけれども，これらの方につきましては報告事項（１）の「 

奨学金等返還事務の取組状況について」の１ページのところで御説明させていただきまし

たとおり，９月末時点で２１人おられるわけですけれども，これらの方々については，制
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度を抜本的に見直した平成２１年度当初から継続して滞納されている方が多く，この間の

詳細な御事情を十分お話しいただけない方もおられるものですから，平成２７年度返還分

の手続期限となります，平成２８年９月末までの間につきましては，万一に備えて，現行

のＡ，Ｂといった類型も適用する余地を残してまいりたい，と考えているところでござい

ます。 

 なお，２１ページには，先ほども見ていただきました，平成２２年１１月開催の，第４

回監理委員会資料の抜粋を掲載させていただいております。 

 改正案に関する御説明は以上でございます。いずれにいたしましても，「法的措置着手基

準の見直しについて」のところでも申しあげましたけれども，借受者の方の生活状況や御

意思は，さまざま異なっているのが実態でございますので，特別猶予の適用に関しまして

も，これまでどおり丁寧な相談と聞き取りに努め，実態に即した誠意ある対応に努めてま

いりたいと考えております。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

○山下委員長 

 ありがとうございました。それでは，今事務局から提案のありました「特別な事情によ

る返還猶予制度の見直し」ですが，御質問や御意見などがありましたら，委員の方からよ

ろしくお願いします。 

  

○西田委員 

 見直しの背景ということを考えて，従前のａ，ｂがほとんど該当しなくなったので，削

除してｄを加えるというのはよくわかるのですけれども，先ほど最後に説明された，すで

に過年度から滞納されている方に対して，これは遡及して適用するわけにいかないからと

いう話は，逆にａ，ｂを残しておいて，新たにｄを追加するという考え方をされた方がす

っきりするのではないか，と思っているのですけれども。 
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 なぜ，十分説明したからとかいろいろな理由で，もうそういう人がなくなったから今回

返還猶予の対象から外します，ということをあえてされるのか，ということが，ちょっと

わからないので質問します。 

 

○事務局 

 御質問ありがとうございます。人権文化推進課事業推進担当課長の和田と申します。先

ほどの中島からの説明の繰り返しになるかもしれませんけれども，基本的にはおっしゃっ

ていただきました，今回なくすと言っていますａですとかｂですとか，こういったことに

該当される方がいらっしゃらないということを，まず基本的には判断をいたしております。 

 ただ先ほど中島からお話ししました，以前から滞納されている方につきましては，少し

この間の状況をお聞かせいただけていない，詳しくは聴取できていないという方も中には

いらっしゃいますので，万一そういった方々で特別猶予の制度をａなりｂなり，あるいは

類型で言いますとＡなりＢに該当するような方がいらっしゃいましたら，当方は万一の場

合を考えまして，その方々に限っては残してはどうか，というのが私どもの御提案でござ

います。以上でございます。 

 

○西田委員 

 私が聞きたいのは，ａ，ｂを今回削除される理由です。外す理由。猶予の制度から外す

ということは，見方によっては，今まで猶予されていた状態を，現実もうそれがないから，

今後適用しないとなれば，不利になるのではないか，ということです。だからそれを残し

ておいてはだめなのか，というのがよくわからないのです。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。当初この見直し案を検討するなかで，大部分の方については，
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ａとかｂを適用する事例はないだろうということで，今，委員も言われた一部の方につい

て，適用する可能性は，まだ残っております。事務局からは，２７返還年度までは，ａと

かｂを適用できる余地を残しておきたいということで，原案の説明をさせていただいたと

ころでございます。 

 今後，最大で２１人の方が対象になりますけれども，この方たちに対して，２７返還年

度で十分借受者の方への対応に努めさせていただきまして，２１人の対象者の中で，ａと

かｂを適用できる場合があったら，当然適用してまいりますし，もし２７返還年度が終了

した時点で，２８返還年度分以降も，ａとかｂを残しておくべきという状況になってまい

るようでしたら，委員が言われたように，ａ，ｂを残しておくということも必要になって

まいると思います。いずれにしましても，２７返還年度で十分，２１人の対象者の方に当

たらせていただいて，その状況を見極めたうえで，最終的にこのａ，ｂを残すか否か，と

いうことについては，２７返還年度から２８返還年度へ移る際に，改めて判断をさせてい

ただいて，この委員会の場でお諮りをさせていただきたいと思います。 

 

○山下委員長 

 ただいま事務局から御説明がありましたが，運用の工夫といいますか，そういう条件付

きということで，この見直し基準について，委員の先生，御意見はもうよろしいでしょう

か。 

  

○西田委員 

 ですから，２８返還年度分で新たにａやｂに該当するような事例が出てきたら，そこで

もう一度追加するということなら，ずっと残しておいて何がいけないのかがよくわからな

いのです。やはり残しておいてはいけないものなのですか。 
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○事務局 

 すみません，こちらの説明が不十分で申し訳ございません。残したほうがいい，残して

はいけないというふうに，事務局としても思っていなくて，おおまかに言いますと，特別

猶予の背景，類型ともに，平成２１年度に大きく制度を見直して，その後，６年半ほど時

間が経ってきておりますので，特別猶予の背景と類型を現在の状況，それから今後起こり

うる状況に合わせていく。要するにアップ・トゥー・デートなものにしていきたい，とい

うことを考えてまいったものでございます。 

 ですから，繰り返しになりますけれども，もし委員が言われるように，ａ，ｂを適用す

るような場合が，今後も残るようであれば，当然これは残していかないといけないという

ことになってくると思います。本日の原案ではこれを廃止という案で上げさせていただい

ておりますけれども，本当に廃止するか否かについては，繰り返しになりますけれども，

今後の状況を見極めて判断をさせていただきたい，と考えているところでございます。 

  

○山下委員長 

 では，今の事務局の御提案についての賛否ですが，どうしましょうか。明確にするため

には，どうしましょうか。では，挙手で決定いたしましょうか。事務局案に賛成の委員に

挙手していただいて。 

 

○西田委員 

 私が伝えたいことが配慮されているのはわかっています。ａやｂを，本当に廃止するか

どうかについては，また決めますという話なので，それで結構です。 

 

○山下委員長 

 では，承認ということにします。でも，西田委員のような意見があったということを，
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議事録に付記していただければと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

○西田委員 

 結構です。要は住民の皆様が，この制度を廃止するというか文言を変えることによって

不利益を被ることがないということが大事であって，今ある猶予の制度を廃止するという

ことで，今後の適用により，不利益を被る可能性が残るのがいやなだけです。そういう意

味なのです。 

 だから，いま委員長が言われたように，そういうことがないように配慮してください，

ということで結構です。 

 

○山下委員長 

 では，西田委員の意見を議事録に残すということを事務局に要望しまして，この「特別

な事情による返還猶予制度見直しについて」の議事については，委員会として承認するこ

とにいたします。 

 最後の審議事項になりますが，「履行期限延長における再判定時の特例的な取扱いについ

て」，事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 最後の審議事項「履行期限延長における再判定時の特例的な取扱いについて」でござい

ます。資料５，２３ページを御覧ください。 

 見直し案の内容を御説明させていただく前に，次の２４ページの（参考）で，現行の履

行期限延長の概要をまとめさせていただいております。第１回の監理委員会で，平成２１

年７月になりますけれども，了解されている事項でございます。現行制度の概要を御説明

させていただきます。 
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 まず，「１ 趣旨」でございますけれども，原則として学校卒業後２０年間以内で返還す

る必要がございますけれども，返還免除とならない程度の資力がある方であっても，２０

年間以内での返還が困難と認められる場合には，履行期限を延長して２０年間を超える返

還を認めようとするものでございます。 

 「２ 対象者」でございますけれども，原則として，制度変更がなければ返還を求めら

れなかった方を対象としておりまして，具体的には，制度変更前の平成１６年度から設け

ました自立促進援助金の支給基準，この基準は現在なくなっておりますけれども，この基

準以下であれば延長を認めることといたしております。 

 こうした対象者には，「３ 履行期限を延長する期間」でございますけれども，原則とし

て返還すべき残期間を限度といたしまして，つまり年間の返還額を半額まで引き下げるこ

とといたしております。 

 例えば，残期間が５年間，年間の返還額が５万円の場合でありますと，履行期限の延長

をいたしますと，残期間が５年から１０年へ，年間返還額が５万円から半額の２万５千円

になる，ということでございます。 

 資力審査は当初に行うわけでございますけれども，「４ 履行期限の延長の条件等」にご

ざいますとおり，５年ごとに再度，資力審査を行いまして，履行期限の延長を更新するか

否かを判定する，ということにしております。以上が履行期限延長の概要でございます。 

 それでは，２３ページにお戻りいただけますでしょうか。特例的な取扱いの案について

御説明をさせていただきます。 

 まず，「１ 見直しの背景」でございます。平成２６年度に，初めて５年ごとの再度の資

力審査の時期を迎えたこと，そして現行制度である，廃止した自立促進援助金制度の支給

基準では，本人世帯全員の課税証明等の提出が必要，という中で，今回，連絡対象者であ

る保証人の方から，「これまで５年間，自分が毎月返還をしてきたけれども，借受者本人と

の関係がこじれて，本人が少し離れた場所で新たな家庭を築いているということもあって，
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本人書類が今回は提出できない。引き続き自分が返還を行いたい，何とかならないか。」と

いう申し出があったということを記載させていただいております。 

 そこで，「２ 現行制度からの見直し事項（案）」でございますけれども，「（１）見直し

の方針」のとおり，原則は，従前どおり本人世帯での判定とすることに変化はございませ

んけれども，（２）に記載してあります３つの要件，すなわち，「ア 要件①」として，別

住所地での居住を前提に，家族関係に悪影響が生じる恐れがある場合，その他，特段のや

むを得ない事情があるとの保証人からの申出があること。「イ 要件②」として，これまで

継続して保証人が返還していることが明らかであること。「ウ 要件③」として，履行期限

延長を適用しようとする年度以前に滞納がないこと。この３つの要件すべてを満たす場合，

５年ごとの再度の資力審査に限り，保証人世帯を審査の対象に加えようというものでござ

います。 

 これは，制度の枠組みは維持しつつ，「（１） 見直しの方針」の４行目に書いておりま

すとおり，保証人が返還されているという実態に即した所得判定を行いまして，効率的な

債権回収を図るため，奨学金の手続を契機として家族関係を悪化させることを避けて，継

続的，安定的に保証人の方からの返還をお受けできるよう，特例を設けようとするもので

ございます。 

 ただし（１）の但し書きのところにもありますとおり，滞納や保証人の死去等による返

還不能時には，人権上の問題を引き起こさないよう慎重に配慮しながら，本市が直接，借

受者本人に接触して，返還手続を依頼せざるを得ない，というように考えているところで

ございます。 

 また，５年ごとの更新時，資力審査の時ごとに，その時点での資力に応じて判定世帯を

変えるのは，少しいいとこ取りと言えなくもないものですから，例えば保証人が死去され

た場合などは別でございますけれども，基本的に判定世帯を変更することは認められない。

こうしたことも，この特例をお使いいただく際の，いわば条件というかたちで保証人の方
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には御説明する必要があると考えているところでございます。 

 最後に，「３ 実施時期」でございますけれども，基本的に保証人の方の御希望に沿う制

度見直しであると考えておりますので，この委員会で御了承いただけましたら，すぐにで

も適用してまいりたいと考えているところでございます。 

 特例的な取扱いの御説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますよう，お願

い申し上げます。 

 

○山下委員長 

 ありがとうございました。それでは，「履行期限延長における再判定時の特例的な取扱い

について」の審議案件について，御質問，御意見，何でも結構ですので，ありましたら皆

様方，お願いいたします。 

 ございませんでしょうか。そうしましたら，審議事項の３番目ですが，特に御意見や質

問がないので，委員会としては承認することにしたいと思います。 

 審議事項については以上となりますが，せっかくの機会ですので，全体を通じて何かお

気づきになった点などございましたら，委員の皆様からよろしくお願いします。いかがで

しょうか。 

 特にないということですので，事務局から最後に報告事項，連絡事項等がありましたら

お願いいたします。 

 

○板倉部長 

 長時間の御審議，ありがとうございました。本日の委員会の議事録についてでございま

すけれども，事務局で案を作成し，委員長に御確認をいただいたうえで，公表させていた

だきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 また，次回の委員会の日程でございますけれども，緊急の案件がなければ，平成２８年
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６月頃を目途に開催してまいりたいと考えております。平成２７年度返還分の取組状況で

すとか，訴訟の状況なども御報告をさせていただきたいと考えておりますので，よろしく

お願いいたします。事務局からの報告は以上でございます。 

 

○山下委員長 

 以上をもちまして，第１４回の委員会を終了したいと思います。皆様，本日は長時間に

わたり，ありがとうございました。                   （終了） 

 


